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ずれ防止性試験要領図 
 

―蓋段差設定箇所及び落錘箇所― 

 

 

 

注１）本要領図は試験治具の取付け方法及び位置関係を示すもので製品の形状とは 

異なる部分がある 

注２）50kg 錘を 0.50m の高さからの落錘、もしくは同一の位置エネルギーとなる落

錘条件で実施する。 
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